
 

 

 

 

学校施設等跡利用方法の決定について 
 

 
■跡利用方法 

 

対象施設：川内北小学校 

 

現在の跡利用方法 担当部局 

 郷土資料収蔵施設（文化財保護課事務室併用）・社会体育施設 教育委員会教育部 

 

 

 

変更後の跡利用方法 担当部局 

桐生みやま園の移転用地 保健福祉部 

                       

③すべての人に健⑪住み続けら れるなし

  【問い合わせ】 
共創企画部企画課企画戦略担当 
担当 村田  
TEL 0277-46-1111（内線525） 

令和3年9月8日 

共創企画部企画課 

旧川内北小学校の跡利用方法を庁議において決定しました

のでご報告いたします。 

桐生市報道発表資 料 


